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青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の改正法の特別事業再編計画（仮称）の認定を受けた認定特

別事業再編事業者（仮称）であるものが、その認定に係る特別事業再編計画に従って他の法人の株式等の取

得（購入による取得に限る。）をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有してい

る場合（その株式等の取得価額が100億円を超える金額又は１億円に満たない金額である場合及び一定の

表明保証保険契約を締結している場合を除く。）において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、

その株式等の取得価額に次の株式等の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じた金額以下の金額を中小企業事

業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入で

きる措置を加える（以下、「新制度」）。

① その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等 90％

② 上記①に掲げるもの以外の株式等 100％

なお、大綱上、「を加える。」とあり、中小企業等経営強化法に基づき経営力向上計画の認定を受けた中小企業

が計画に基づいてM&Aを実施した場合に適用できる現行の準備金制度（出資額（10億円以下に限る）の

70％が限度。以下、「現行制度」）は、一定の表明保証保険契約を締結している場合は適用しないなどの措置

を講じた上で、別途延長される見込み。

法人課税 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充

1．改正のポイント

（2）中小企業事業再編投資損失準備金の繰入れ

成長意欲のある中堅・中小企業が、複数の中小企業を子会社化し、グループ一体となって成長していくこと

を後押しするため、複数回のM&Aを実施する場合には、積立率を現行の70％から最大100％に拡充し、据

置期間を現行の５年から10年に延長する措置を講ずる。こうした措置により、中小企業の従業員の雇用を

確保しつつ、成長分野への円滑な労働移動を確保することを目的としている。

（1）趣旨・背景
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法人課税 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充

 新制度は、産業競争力強化法の改正法の施行の日から２０２７年（令和９年）３月３１日までの間に同法の

特別事業再編計画（仮称）の認定を受けた株式等の取得に対して適用。

 現行制度の適用期限は、3年延長（2027年（令和9年）3月31日までに経営力向上計画の認定を受け

た株式等の取得に対して適用）。

 （現行制度・新制度）一定の表明保証保険契約を締結している場合が除かれる。

 （新制度）株式等の取得価額が１００億円を超える金額又は１億円に満たない金額である場合は除かれる。

 （新制度）認定を受けた特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等については、損金算入割合は

90％となる。

（3）中小企業事業再編投資損失準備金の取崩し

新制度により積み立てた準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額

を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から10年を経過した日を

含む事業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。

準備金の取崩し事由に株式等の取得をした事業年度後にその事業承継等を対象とする一定の表明保証保険

契約を締結した場合を加え、その事由に該当する場合には、その全額を取り崩して、益金算入することとする。

３．影響・対応策

２．適用時期

４．実務のポイント

 新制度に基づく適用要件や特別事業再編計画（仮称）がどのような内容になるかを確認する必要がある。

 一定の表明保証保険契約とはどのようなものかを確認する必要がある。
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法人課税 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充

【改正前】現行制度（中小企業等経営強化法） →【改正後】現行制度（中小企業等経営強化法）

新制度（産業競争力強化法）
併存


